
 

事 務 連 絡  

令和３年１２月９日    

 

 各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課 

 各都道府県・指定都市教育委員会学校給食主管課・学校安全主管課 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 担 当 課 

 附属学校を置く各国公立大学法人学校事務主管課  御中 

 構造改革特別区域法第１２条第１項の認定 

 を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課安全教育推進室  

       文部科学省初等中等教育局教 育 課 程 課  

            〃      健 康 教 育 ・ 食 育 課  

        〃      参事官（高等学校担当）付産業教育振興室  

 

 

食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止 

に関する注意喚起について                                

 

 標記について，経済産業省から別紙のとおり，注意喚起要請がありました。 

 ついては，都道府県教育委員会におかれては，所管の学校及び域内の市町村教育委員

会に対し，指定都市教育委員会におかれては，所管の学校に対し，都道府県私立学校主

管課におかれては，所轄の学校法人に対し，附属学校を置く国公立大学法人学校事務主

管課におかれては，附属学校に対し，構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受け

た地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては，所轄の学校設置会社に対して周知

いただきますようお願いします。 

 なお，学校給食施設や学校の調理実習室等において一酸化炭素中毒事故が発生した場

合は，平成２９年６月２日付け事務連絡「消費者事故等の通知について(依頼)」（別添

参照）のとおり，生命・身体被害に係る重大な消費者事故として文部科学省において事

故に関する情報を集約し，消費者庁長官に通知することが義務付けられています。万が

一，消費者事故等が発生した場合の文部科学省への情報通知については，遺漏なく御対

応いただきますようお願いします。 

 

 

 



 

             

 【本件連絡先】 

〇学校安全に関すること 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

安全教育推進室 学校安全係 

TEL：03-(6734)-2966 E-mail：anzen@mext.go.jp 
 

〇小学校・中学校・高等学校の教科「家庭」における調理実習に関すること 

文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程総括係  

TEL：03-(6734)-2073 E-mail：kyoiku@mext.go.jp 
 

〇学校給食施設に関すること 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課食育推進係・学校給食係 

TEL：03-(6734)-2694 E-mail：shoku@mext.go.jp 
 

〇専門教科「家庭」における調理実習に関すること 

文部科学省初等中等教育局参事官（高等学校担当）付 

産業教育振興室 産業教育係  

TEL：03-(6734)-2904 E-mail：sangyo@mext.go.jp 

mailto:anzen@mext.go.jp
mailto:kyoiku@mext.go.jp
mailto:shoku@mext.go.jp
mailto:sangyo@mext.go.jp


 

経 済 産 業 省 

令和３年１１月２４日 

 

文部科学省総合教育政策局男女参画共生社会学習・安全課安全教育推進室長 殿 

文部科学省初等中等教育局教育課程課長 殿 

文部科学省初等中等教育局参事官（高等学校担当）付産業教育振興室長 殿 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長 殿 

 

 

  

経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室長 

 

経済産業省産業保安グループガス安全室長 

 

 

 

食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止につ

いて（要請） 

 

上記の件について、経済産業省は別添のとおり、食品工場及び業務用厨房施設等にお

いて液化石油ガス及び都市ガスの消費を行う者に対して注意喚起を行うこととしまし

た。 

つきましては、食品工場及び業務用厨房施設等の液化石油ガス及び都市ガスの消費

設備による一酸化炭素中毒事故防止のため、関係機関及び関係団体に対し、別添事項

について注意喚起を行うよう要請します。 

mkankura
テキスト ボックス
別紙



（参考１）

月日 県名 死亡 中毒 事故概要 ガス種

1 5月27日 神奈川県 0 7

ベーカリーにおいて２台ある換気扇を稼働させず、窓も締め切った状態で業務用パンオーブン
２台使用して作業中に従業員7名がCO中毒（軽症）を負ったもの。原因は、換気扇を稼働させ
ず、窓も締め切った状態で業務用オーブンを使用したことにより不完全燃焼により一酸化炭素
濃度が高まり、CO中毒に至ったものと推定。

都市ガス

2 8月5日 東京都 0 1

ラーメン店において２台ある換気扇を稼働させず業務用ガス機器を使用して作業中に従業員1
名がCO中毒（軽度）を負ったもの。原因は、換気扇を稼働させずガス機器を使用したことによ
り、厨房内に燃料排ガスが滞留し、使用中のガス機器が不完全燃焼を起こしたことによるもの
と推定。

都市ガス

3 10月15日 北海道 0 2

パン工場においてパン焼きオーブンを使用した際、オーブンの排気ガスが適正に屋外に排出
されず、室内にいた従業員がCO中毒（軽度）を負ったもの。

LPガス
（高圧法）

２０２０年　食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故一覧



（参考２）





mkankura
テキスト ボックス
別添
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